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現状把握の部（Dｏ） → 現在やっていること
◇事務事業の目的と効果
 1.手段（事業の概要）

 3.意図（この事業によって、対象をどのようにしたいか）

 4.結果（どんな結果に結び付けるのか）
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◇事務事業の環境変化

6,000
802

人

 人工数(業務量)

活動指標
2,600

棟
筆

人件費計（B）

1,258件

14,901
件

円

721

対象指標 件
件

800

58,00057,972

6,117

800
1,300

14,868
57,602

1,359

57,802
14,950
1,350

1,300

1,373

内　訳 (実績)
27年度

事業費計（A） 4,797,740

(実績)
29年度

事
業
費 円

円

円
 地　 方　 債

 国・道支出金

 その他(使用料等)
投
入
量

円
円

 正職員従事人数

 一 般 財 源 4,783,140

2 2

　土地、家屋及び償却資産の課税基礎としての評価額を決定し、納税義務者
調査、減免確認、課税計算を行い、納税通知書を発送する。
・土地については、異動整理、確認、新路線価の調査、現地確認を行う。
・家屋については、未評価家屋を特定し、所有者の了承を得て評価を行う。
・償却資産については、申告書を発送し、申告受付、異動入力、確認等を行
う。
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固定資産税賦課事務

固定資産税賦課事務

1

棟家屋異動処理件数

2

施策名

安定した行財政運営と行政サービスの推進

2

②

法令根拠

健全な財政運営

基本目標

政策名

町民が主役となった自治に基づくまちづくり

事業期間

月 17

予算上の事業名

29 年度

目

内線
税務課 資産税係

日
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部門

事務事業名 固定資産税賦課事務

平成 事務事業マネジメントシート 
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の性格

西科　純課長名
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会計区分 款 項

①

名　　称

土地異動処理件数 筆

年度から
年度まで

作成日 平成 29 年 4

開始年度 昭和
毎年繰返事業

一般

一般

 5.活動指標（手段や活動内容を表す指標）
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担当者名
内線番号

阿部　壮一郎
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地方税法・町税条例
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 6.対象指標（対象の大きさを表す指標）
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 8.上位成果指標（結果の達成度を表す指標）
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事務事業及び各指標の変更

4

3,000

有

10,422,000
10,422,000

3,000
10,422,00038,730,397

4,000,000
14,600

　適正な評価及び課税台帳の異動入力をし、課税額を正しく算定のうえ、対象
へ課税する。

　土地、家屋、償却資産の登録件数

人
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件

（目標)（目標)
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(予算)単位 28年度

　安定、恒常的な歳入の確保

◇総事業費・指標等の推移

②

 7.成果指標（意図の達成度合を表す指標）
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6,031
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 1.この事務事業を開始した背景

人

 2.事務事業を取り巻く状況と今後の予測（どう変わったか、どうなるか）

円 1,432,498,000
上位成果指標

800812
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　宅地の新規造成による住宅の増加が続き、評価課税件数、賦課税額とも増加傾向であ
り、課税にかかる取扱いデータは今後も増加する見込み

　昭和25年地方税法に基づき開始した事業
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 2.対象（何を対象にしているか～人、公共施設、自然資源など）
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◇町民等からの意見・要望 → 町民の声をどう反映させたのかをシート下段の改善・改革の概要に明記

 意見がある　【具体例↓】  特定できる意見がない

評価の部（Sｅｅ） → 28年度実績からみた評価
 必要性はある　【理由↓】  必要性はない　【理由↓】

 拡大・縮小できる　【→改革改善案へ】  拡大・縮小できない　【理由↓】

 向上できる　【→改革改善案へ】  向上できない　【理由↓】

 廃止・休止・統廃合で影響がある　【理由↓】  影響がない　【→改革改善案へ】

 削減できる　【→改革改善案へ】  削減できない　【理由↓】

 受益・負担が適正である　【理由↓】  受益・負担が適正でない【→改革改善案へ】

改革・改善の部（Plan） → 上記の町民等の意見・要望や評価結果を受けた改革案・今後(29年度以降)の計画
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6.受益と負担の適正化余地

なぜ、この事務事業は税金を
投入して、町が行わなければ
ならないのか

　地方税法に基づく町税の歳入確保が目的であり妥当である。

　税の課税であり、民間委託は難しいが、十勝町村会において家屋評価を一元化する検討は始まっている。

　おおむね適正な評価、課税が実施されている。

維持

改革・改善実施の方向性 1.改革・改善案の概要（現状で想定される課題や解決策がある場合には合わせて記入）

 この事務事業に対して、町民から
 のホットボイスなどの広聴制度、
 また、議会や関係者からの意
 見・要望が寄せられているか

目
的
妥
当
性
評
価

　税の評価、賦課事務であり、受益者負担は該当しない。

※反映させた具体案はシート下段の改善・改革の概要に明記

有
効
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3.成果の向上余地

固定資産税賦課事務

 2.改革・改善による期待成果

資産税係

維持 ○

　引き続き家屋の現地調査業務の効率化の為、株式会社ゼンリンから「固定資産実地調査補助資料」
として毎年の新築・滅失・増築情報を提供してもらい、より公平公正な賦課事務に結び付ける。

削減

向上

コスト

増加

現状維持

1.町民等からの意見・要望

1.町の関与の必要性

所属部門事務事業名

5.事業費（トータルコスト）の
　削減余地

成果を下げずに事業費・業務
時間を縮減する手段・方策は
ないか

事務事業を廃止・休止・統廃合
した場合、支障があるか

4.廃止・休止・類似事業との
　統廃合余地

成
果

2.対象と意図の拡大・縮小
　余地

対象・意図を広げたり、逆に狭
めたりすることはできないか

　地方税法に基づく町税の歳入確保ができなくなり、安定した財源の確保ができなくなる。また、固定資産の評価、課税
事務であり別の事務との統合の余地はない。

事務事業の成果指標をさらに
伸ばすことができるか

税務課

29
年
度
の
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組

低下

30
年
度
以
降
の
取
組

　特になし

※町民等の意見・要望に対する検討結果

　特になし

 不動産鑑定士への委託料、法規追録代等、固定資産評価・課税のために必要である。また、納付書発布に必要な消
耗品、郵便料であり削減するのは難しい。

提供すべき対象へ提供できて
いるか、費用負担が適切にな
っているか


